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令和３年９月第３回八街市議会定例会会議録（第１号）

…………………………………………………

１．開議 令和３年８月３１日 午前１０時００分

１．出席議員は次のとおり

２番 栗 林 澄 惠

３番 木 内 文 雄

４番 新 見 準

５番 小 川 喜 敬

６番 山 田 雅 士

７番 小 澤 孝 延

８番 角 麻 子

９番 小 菅 耕 二

10番 木 村 利 晴

11番 石 井 孝 昭

12番 桜 田 秀 雄

13番 林 修 三

14番 山 口 孝 弘

15番 小 髙 良 則

16番 加 藤 弘

17番 京 増 藤 江

18番 丸 山 わき子

19番 林 政 男

20番 鈴 木 広 美

…………………………………………………

１．欠席議員は次のとおり

１番 小 向 繁 展

…………………………………………………

１．地方自治法第１２１条の規定による会議事件説明のための出席者は次のとおり

○市長部局

・議案説明者

市 長 北 村 新 司

副 市 長 橋 本 欣 也

総 務 部 長 會 嶋 禎 人

市 民 部 長 吉 田 正 明

経 済 環 境 部 長 黒 﨑 淳 一

建 設 部 長 市 川 明 男
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会 計 管 理 者 鈴 木 正 義

財 政 課 長 和 田 暢 祥

国 保 年 金 課 長 石 井 健 一

高 齢 者 福 祉 課 長 飛 田 雅 章

下 水 道 課 長 中 村 正 巳

水 道 課 長 古 西 弘 一

・連 絡 員

総 務 部 参 事 片 岡 和 久

秘 書 広 報 課 長 田 中 和 彦

社 会 福 祉 課 長 堀 越 和 則

農 政 課 長 相 川 幸 法

道 路 河 川 課 長 中 込 正 美

…………………………………………………

○教育委員会

・議案説明者

教 育 長 加曽利 佳 信

教 育 次 長 関 貴美代

教 育 総 務 課 長 井 口 安 弘

教 育 委 員 会 参 事 鈴 木 浩 明

…………………………………………………

○農業委員会

・議案説明者

農業委員会事務局長 梅 澤 孝 行

…………………………………………………

○監査委員

・議案説明者

監 査 委 員 事 務 局 長 柿 沼 典 夫

…………………………………………………

○選挙管理委員会

・議案説明者

選挙管理委員会事務局長 片 岡 和 久

…………………………………………………

１．本会議の事務局長及び書記は次のとおり

事 務 局 長 日野原 広 志

副 主 幹 須賀澤 勲

主 査 渋 谷 佳 子
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主 査 嘉 瀨 順 子

主 任 主 事 今 関 雅

…………………………………………………

１．会議事件は次のとおり

○議事日程（第１号）

令和３年８月３１日（火）午前１０時開議

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議案の上程

議案第１号から議案第１３号、請願第３－１号

提案理由の説明

議案第１号、議案第２号

質疑省略、委員会付託省略、討論省略、採決

決算審査特別委員会の設置及び付託

日程第４ 休会の件
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○議長（鈴木広美君）

おはようございます。本日、令和３年９月第３回八街市議会定例会は、ここに開会される運

びとなりました。

この定例会は、議案１３件、請願１件が提出されることになっております。慎重に審議を尽

くされ、市民の負託に応えられますよう期待いたしますとともに、議会運営につきましても

ご協力をお願いいたしまして、開会の挨拶といたします。

ただいまから令和３年９月第３回八街市議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員は１９名です。議員定数の半数以上に達していますので、この定例会は

成立いたしました。

これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程は配付のとおりです。

日程に入る前に報告いたします。

最初に、地方自治法第１２１条の規定に基づく出席者は、お手元に配付のとおりです。

次に、８月２３日までに受理した陳情１件につきましては、その写しを配付しておきました。

次に、全国市議会議長会から意見書の提出について、送付がありましたので配付しておきま

した。

次に、地方自治法第１０４条の規定により議会の代表として出席した会議等は配付のとおり

です。

次に、本日の欠席の届出が小向繁展議員よりありました。

以上で報告を終わります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員の指名は、会議規則第８８条の規定により、加藤弘議員、小髙良則議員を指

名いたします。

日程第２、会期の決定についてを議題といたします。

この件については議会運営委員長より発言を求められておりますので、これを許します。

○小菅耕二君

令和３年９月定例会の会期等を協議するため、去る８月２３日に議会運営委員会を開催し、

協議いたしましたので、その結果についてご報告します。

９月定例会に上程される案件は、議案１３件、請願１件であります。

次に、一般質問の通告が、代表５人、個人６人からありました。

以上の案件を審議するため、９月定例会は、お手元に配付してあります会期表のとおり、会

期を本日から１０月１日までの３２日間と協議決定いたしました。

この会期等にご賛同を賜り、円滑な議会運営ができますよう、議員各位のご協力をお願い申

し上げて、議会運営委員長の報告といたします。

○議長（鈴木広美君）

ただいまの委員長報告のとおり、この定例会の会期は本日から１０月１日までの３２日間と
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することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

ご異議なしと認めます。会期は３２日間に決定いたしました。

日程第３、議案の上程を行います。

議案第１号から議案第１３号及び請願第３－１号を一括議題といたします。ご異議ありませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

ご異議なしと認めます。議案第１号から議案第１３号の提案理由の説明を求めます。

○市長（北村新司君）

本日ここに令和３年９月第３回八街市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様に

はご多用のところご参集いただき、誠にありがたく御礼申し上げます。

最初に、６月２８日に発生した、朝陽小学校の児童５名が下校途中にトラックに巻き込まれ

るという、大変痛ましい事故により亡くなられた２名の児童のご冥福を心よりお祈りいたし

ます。また、負傷された児童３名の一日も早い回復を願っております。

事故の起きた通学路につきましては、児童の安全安心を最優先に考え、８月２日から外側線

や狭窄の設置及び可搬式ハンプの設置に加え、１３日から千葉県警による速度の３０キロ規

制を実施しております。なお、ガードパイプの設置につきましても、できるだけ早く設置で

きるように取り組んでまいりますとともに、子どもたちの心のケアのため、引き続きスクー

ルバスの運行を実施いたします。その他の通学路につきましても、各小学校から報告された

危険箇所のうち、すぐに対応が可能な１０７か所につきましては、事故の起きた通学路と並

行し、早急に安全対策を実施してまいります。

次に、８月２日から９月１２日までを期限とした緊急事態宣言が千葉県全域に発令されてお

りますが、県内の新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が急激に増加している状況下に

おいて、このまま新規感染者の増加が続く場合は、救急医療、一般医療への影響が高まり、

必要な医療を提供できなくなるおそれがあります。本市といたしましても、感染拡大防止に

八街市医師会のご協力をいただきながら取り組んでいるところであり、また、ワクチン接種

を希望する市民の皆様が一日も早く接種ができるよう、ワクチン対策チームを中心に全庁体

制で推進してまいります。市民の皆様におかれましても、引き続き感染予防対策に努めてい

ただきますよう、ご協力をお願いいたします。

そして、８月８日に閉会いたしました東京２０２０オリンピックに八街市出身の植草歩選手

が空手女子組手に出場されました。オリンピックという大舞台での雄姿は、私たちに大きな

感動を与えていただきました。八街市長として、大会での健闘を大いにたたえるとともに、

大変誇りに思っております。

現在、パラリンピックが開催されておりますが、本市出身の里見紗李奈選手がバドミントン
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に出場いたします。コロナ禍のため、テレビの前から声援となりますが、市民の皆様も応援

をよろしくお願いいたします。

最後に、このたび国庫補助事業において、国庫補助金の申請漏れや、契約及び支払いの遅延

により、遅延金の支払いや国庫補助金を返還するなどの事案が発生しました。市民の皆様に

深くお詫び申し上げます。私自身、その事実を重く受け止め、不適正な事務執行に対して管

理監督責任がある私と副市長、それぞれの給与を削減する関連議案を追加提出し、審議いた

だく予定でございます。今後は、組織的なチェック体制の整備を図り、再発防止と市政に対

する信頼回復に全力を挙げて取り組んでまいります。

それでは、提案いたしました議案について、ご説明申し上げます。

本定例会に提案いたしました案件は、人事案件２件、専決処分の承認を求める案件１件、令

和３年度八街市一般会計補正予算、令和３年度八街市介護保険特別会計補正予算、令和３年

度八街市下水道事業会計補正予算、令和３年度八街市水道事業会計補正予算、令和２年度各

会計決算の認定の合計１３件でございます。

それでは、各議案ごとに、ご説明いたします。

議案第１号は、固定資産評価審査委員会委員の任命についてでございます。

これは、鈴木慶夫氏の任期が令和３年９月２８日で満了となりますが、引き続き同氏を選任

することについて、議会の同意を求めるものでございます。

議案第２号は、教育委員会委員の任命についてでございます。

これは、本田純子委員の任期が令和３年９月３０日をもって満了することに伴い、新たに橋

爪通代氏を任命することについて、議会の同意を求めるものでございます。

議案第３号は、専決処分の承認を求めることについてでございます。

これは、令和２年度介護保険システム改修業務について、業務完了に至ったものの、契約及

び支払いの遅延に伴い、システム改修費及び遅延利息を支払うための予算の補正を行うにあ

たり、市議会を招集する時間的余裕がなく専決処分したことについて、地方自治法第１７９

条第３項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。

議案第４号は、令和３年度八街市一般会計補正予算についてでございます。

この補正予算は、既定の予算に５億３千６４９万２千円を増額し、歳入歳出予算の総額を２

３３億６５８万７千円とするものでございます。

歳入につきましては、市税として、新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少

した中小企業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行ったことにより９千７２３万９

千円の減、地方特例交付金として市税減免分が新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補

填特別交付金として交付されたことなどにより９千６３４万８千円の増、地方交付税として

普通交付税額の確定により２億８２２万１千円の増、分担金及び負担金として私立保育園管

外委託負担金の増により９３万４千円の増、国庫支出金として新型コロナウイルスワクチン

接種確保事業費補助金や新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金の増などにより

２億８千６１５万４千円の増、県支出金として千葉県知事選挙執行委託金の増、及び地域自
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殺対策強化事業費補助金の減などにより３６９万円の減、繰入金として介護保険特別会計繰

入金の計上により５千９４万６千円の増、繰越金として１億６千９３万８千円の増、諸収入

としてスポーツ振興くじ助成金の減により１９２万円の減、市債として市営住宅整備事業の

増、及び臨時財政対策債の減により１億６千４２０万円の減でございます。

歳出につきましては、議会費として一般職人件費の減により２１万２千円の減、総務費とし

て、ふれあいバスの運行路線再編及びダイヤ改正に伴う事業費の増、区や自治会の所有する

集会施設の修繕費用等に対する補助金の計上、及び公共施設等整備基金積立金の計上などよ

り３千１６４万３千円の増、民生費として市外の保育所に通所する子どもに対する運営委託

料の増、介護保険特別会計繰出金の増、及び生活困窮者自立支援事業費や生活保護費等過年

度国庫支出金返還金の計上などにより２億３千５１９万７千円の増、衛生費として、新型コ

ロナウイルスワクチン接種体制確保事業費の増、新型コロナウイルスワクチンの接種機関と

なる市内歯科診療所に対する支援金の計上、及び事業費確定に伴う執行残の減などにより２

億６千８５５万６千円の増、農林水産業費として新型コロナウイルス感染症の影響による産

業まつり中止に伴う事業費の減、及び農地基本台帳システム改修業務の増額などにより３０

９万１千円の減、商工費として新型コロナウイルス感染症の影響による各種行事の中止に伴

う補助金等の減などにより７４万２千円の減、土木費として入居者のいない老朽化した市営

住宅の解体撤去工事費の計上などにより２千４９５万８千円の増、消防費として新型コロナ

ウイルス感染症の影響による印旛支部消防操法大会の中止に伴う事業費の減などにより１１

５万７千円の減、教育費として新型コロナウイルス感染症の影響による各種大会や行事の中

止に伴う事業費の減、及び事業費確定に伴う執行残の減などにより１千８６６万円の減と

なっております。

債務負担行為の補正につきましては、小中学校図書館システムの賃借１件の追加をするもの

でございます。

議案第５号は、令和３年度八街市介護保険特別会計補正予算についてでございます。

この補正予算は、既定の予算に１億５千５４３万３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を５

０億８千２７８万３千円とするものでございます。

歳入につきましては、国庫支出金１千８８７万５千円の増、繰入金５９７万１千円の増、繰

越金１億３千５８万７千円の増となっております。

歳出につきましては、総務費３６万６千円の増、基金積立金６千７２８万９千円の増、諸支

出金８千７７７万８千円の増となっております。

議案第６号は、令和３年度八街市下水道事業会計補正予算についてでございます。

この補正予算は、収益的収入につきましては既定の予算に９９７万３千円を増額し、総額を

８億５千９４３万８千円とするものでございます。

収益的支出につきましては、既定の予算から３１万円を減額し、総額を７億３千４２１万４

千円とするものでございます。

資本的収入につきましては、既定の予算から３千６８０万８千円を減額し、総額を２億７４
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９万１千円とするものでございます。

資本的支出につきましては、既定の予算から４千１７３万３千円を減額し、総額を４億６千

６４６万６千円とするものでございます。

議案第７号は、令和３年度八街市水道事業会計補正予算についてでございます。

この補正予算は、収益的支出につきましては、既定の予算から２９８万５千円を減額し、総

額を１０億６千８０８万５千円とするものでございます。

資本的支出につきましては、既定の予算に４０万４千円を追加し、総額を３億１千３１９万

９千円とするものでございます。

議案第８号は、令和２年度八街市一般会計歳入歳出決算の認定についてでございます。

本決算は、歳入決算額３２１億８千９５９万５千８１９円、歳出決算額３０９億７千８２１

万７千９４９円で、歳入歳出差引額は１２億１千１３７万７千８７０円となりました。６億

９千万円を財政調整基金に積立て、５億２千１３７万７千８７０円を令和３年度に繰越しを

するものでございます。

議案第９号は、令和２年度八街市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてでござ

います。

本決算は、歳入決算額８４億４千７４８万１千４９７円、歳出決算額８２億４千４７０万８

８５円で、歳入歳出差引額は２億２７８万６１２円となりました。６千８３万円を財政調整

基金に積立て、１億４千１９５万６１２円を令和３年度に繰越しをするものでございます。

議案第１０号は、令和２年度八街市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてで

ございます。

本決算は、歳入決算額７億７１万５千２４０円、歳出決算額６億９千４５７万７千８６３円

で、歳入歳出差引額６１３万７千３７７円を令和３年度に繰越しをするものでございます。

議案第１１号は、令和２年度八街市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてでござい

ます。

本決算は、歳入決算額４９億１千４８２万２千９７１円、歳出決算額４７億７千９８０万７

千８０３円で、歳入歳出差引額１億３千５０１万５千１６８円を令和３年度に繰越しをする

ものでございます。

議案第１２号は、令和２年度八街市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についてで

ございます。

本決算は、収益的収支では、下水道事業収益８億１千１８５万１千２０２円に対し、下水道

事業費用７億６１７万５千２９０円となり、当年度未処分利益剰余金は、当年度利益剰余金

と同額の１億５６７万５千９１２円となりました。この当年度未処分利益剰余金１億５６７

万５千９１２円のうち５千７７２万２千８９３円については、減債積立金へ積み立てるもの

でございます。

資本的収支では、資本的収入が２億１千２４７万４千２０円に対し、資本的支出が４億６千

９８２万５千５５９円であり、収入額が支出額に対して不足する額２億５千７３５万１千５
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３９円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額６２９万１千５８５円、引継金

４千１６８万４千６８０円、当年度分損益勘定留保資金１億３千５９５万２千３８１円、当

年度利益剰余金処分額５千７７２万２千８９３円で補填したほか、なお不足する額１千５７

０万円については、令和２年度同意の企業債の未発行分１千５７０万円をもって翌年度に措

置するものでございます。

特例的収支では、特例的収入が３千４７５万９千５３０円に対し、特例的支出が２千３０４

万６千９３０円となったものでございます。

議案第１３号は、令和２年度八街市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についてでご

ざいます。

本決算は、収益的収支では、水道事業収益１１億７千６２６万６千３７０円に対し、水道事

業費用１０億５７９万２千６５８円となり、収支差引１億７千４７万３千７１２円の純利益

が生じ、減債積立金の取崩しに伴い発生した、その他の未処理利益剰余金変動額１億４千万

円と合わせ、当年度未処分利益剰余金は３億１千４７万３千７１２円となりました。この当

年度未処分利益剰余金３億１千４７万３千７１２円のうち１億４千万円を資本金へ組入れ、

１億７千４７万３千７１２円を減債積立金へ積み立てるものでございます。

資本的収支では、収入総額７千１５０万４千６４３円に対し、支出総額３億１千４６８万８

千３７円であり、収入額が支出額に対して不足する額２億４千３１８万３千３９４円は、当

年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４１９万７千２０８円、減債積立金１億４千

万円、過年度分損益勘定留保資金９千８９１万７千７１１円及び当年度分損益勘定留保資金

６万８千４７５円で補填するものでございます。

以上、提案いたしました議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議くださいま

すようお願い申し上げます。

最後に、議案ではございませんが、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の第３条第１

項及び第２２条第１項の規定により、財政の健全性を判断する５つの指標について、監査委

員の審査に付し、その意見をつけて、健全化判断比率及び資金不足比率を議会に報告し、か

つ公表することとなっておりますので、ここで報告させていただきます。

各比率につきましては、配付してあります令和２年度決算に基づく健全化判断比率報告書及

び令和２年度決算に基づく資金不足比率報告書のとおりでございます。また、それぞれにつ

いて、監査委員の審査意見書を添付してございます。

それでは、各比率について、ご説明させていただきます。

令和２年度決算に基づく健全化判断比率報告書、１ページ中、実質赤字比率及び連結実質赤

字比率につきましては、一般会計が黒字となり、また一般会計を含む全会計の実質収支の合

計額が黒字であるため、実質赤字比率及び連結実質赤字比率ともに算定されず、バー表示と

なっております。

続いて、実質公債費比率につきましては６．３パーセント、将来負担比率については２９．

３パーセントとなっており、全ての比率において早期健全化基準の数値を下回っております。
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次に、令和２年度決算に基づく資金不足比率報告書、１ページ中、資金不足比率につきまし

ても、実質赤字比率及び連結実質赤字比率と同様にバー表示となっており、資金に剰余額が

生じております。

以上をもちまして報告に代えさせていただきます。

なお、各会計の決算の詳細につきましては、各担当部長等より説明いたします。

○議長（鈴木広美君）

以上で、市長からの提案理由の説明が終わりました。

次に、各部課長から決算の詳細について、説明をお願いいたします。

○総務部長（會嶋禎人君）

議案第８号、令和２年度八街市一般会計歳入歳出決算について、ご説明いたします。

歳入歳出決算書の７ページをお願いいたします。

予算現額３４１億５５８万６千円に対し、歳入決算額は３２１億８千９５９万５千８１９円、

前年度比プラス９０億７７６万７千９１２円、３８．９パーセントの増となり、歳出決算額

は３０９億７千８２１万７千９４９円、前年度比プラス８６億９千９０７万６千７５７円、

３９．０パーセントの増となりました。

歳入歳出差引の結果、残額は１２億１千１３７万７千８７０円となり、このうち６億９千万

円を地方自治法第２３３条の２の規定に基づき一般会計財政調整基金に編入し、翌年度への

繰越額は、繰越明許費及び事故繰越の繰越額１億６千２７０万２千円を含み、５億２千１３

７万７千８７０円となりました。

続いて、歳入歳出決算の概要について、８ページ、９ページをお願いします。

初めに、歳入全体の２３．３パーセントを占めております１款市税は、予算現額７４億８千

８３０万４千円に対し、調定額８４億９千４１３万１千４１６円、収入済額７５億１千５２

４万９千３３５円、不納欠損額８千１９１万９千７４１円、収入未済額８億９千６９６万２

千３４０円となり、収入済額の前年度比はマイナス４千４２８万１千２９５円、０．６パー

セントの減となりました。

収入率につきましては、現年課税分が前年度と同じ９７．６パーセント、滞納繰越分が前年

度より０．７ポイント減の１８．５パーセント、市税合計では前年度より１．０ポイント増

の８８．５パーセントとなっております。

続きまして、１項市民税、収入済額３５億８千４２４万７千４４６円、前年度比マイナス１

億９６５万３千３５円、３．０パーセントの減。

２項固定資産税、収入済額２９億６千１８６万２千６４７円、前年度比プラス３千５７５万

３千６０１円、１．２パーセントの増。

３項軽自動車税、収入済額２億３千６１８万５千１７１円、前年度比プラス１千３４７万６

５円、６．０パーセントの増。

４項市たばこ税、収入済額６億９７３万５千６１３円、前年度比プラス１千４６０万３千５

４３円、２．５パーセントの増。
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６項都市計画税、収入済額１億２千３２１万８千４５８円、前年度比プラス１５４万４千５

３１円、１．３パーセントの増となりました。

次に、２款地方譲与税は、予算現額１億７千７３８万８千円に対し、調定額・収入済額とも

に１億７千５９４万円、前年度比プラス１７４万３千９８３円、１．０パーセントの増とな

りました。

１項地方揮発油譲与税、収入済額４千３１１万４千円、前年度比マイナス８８万７千円、２．

０パーセントの減。

２項自動車重量譲与税、収入済額１億２千５４３万８千円、前年度比マイナス１２８万１千

円、１．０パーセントの減。

３項森林環境譲与税、収入済額７３８万８千円、前年度比プラス３９１万２千円、１１２．

５パーセントの増となりました。

次に、３款利子割交付金は、予算現額４００万円に対し、調定額・収入済額ともに６３４万

４千円、前年度比プラス４８万５千円、８．３パーセントの増となりました。

次に、４款配当割交付金は、予算現額３千９００万円に対し、調定額・収入済額ともに３千

７９８万１千円、前年度比マイナス２８２万円、６．９パーセントの減となりました。

次に、５款株式等譲渡所得割交付金は、予算現額２千６００万円に対し、調定額・収入済額

ともに４千６２１万６千円、前年度比プラス１千９３６万４千円、７２．１パーセントの増

となりました。

次に、６款法人事業税交付金は、予算現額２千万円に対し、調定額・収入済額ともに２千８

０８万８千円、令和２年度からの新規増となっております。

次に、７款地方消費税交付金は、予算現額１３億６千４００万円に対し、調定額・収入済額

ともに１４億３千８９９万３千円、前年度比プラス２億７千１２３万円、２３．２パーセン

トの増となりました。

次に、８款ゴルフ場利用税交付金は、予算現額１千７００万円に対し、調定額・収入済額と

もに１千８６９万４９０円、前年度比マイナス３４万３千７３５円、１．８パーセントの減

となりました。

次に、９款自動車取得税交付金は、予算現額１千円に対し、自動車取得税が廃止されたこと

から過年度繰越分の収入であり、調定額・収入済額ともに４千６８８円、前年度比マイナス

３千５８８万１千８９８円、９９．９パーセントの減となりました。

次に、１０款環境性能割交付金は、予算現額２千３００万円に対し、調定額・収入済額とも

に２千１３４万円、前年度比プラス１千８５万４千円、１０３．５パーセントの増となりま

した。

次に、１１款地方特例交付金は、予算現額、調定額・収入済額ともに５千２３５万９千円と

なり、前年度比は、幼児教育無償化に伴う臨時交付金の減などによりマイナス８千６９３万

８千円、６２．４パーセントの減となりました。

次に、歳入全体の１１．９パーセントを占めております１２款地方交付税は、予算現額３８
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億４千４８８万６千円に対し、調定額・収入済額ともに３８億３千７３４万９千円、前年度

比マイナス２億２千１２５万２千円、５．５パーセントの減となりました。普通交付税はプ

ラス１千２６０万６千円、０．３パーセントの増、特別交付税は災害復旧分が大きく減とな

りマイナス２億３千３８５万８千円、５７．８パーセントの減となりました。

次に、１３款交通安全対策特別交付金は、予算現額６００万円に対し、調定額・収入済額と

もに６６６万円、前年度比プラス４６万５千円、７．５パーセントの増となりました。

次に、１４款分担金及び負担金は、予算現額９千７５５万円に対し、調定額８千８６０万９

千７８７円、収入済額８千５５７万９千５３７円、収入未済額３０３万２５０円、収入済額

は前年度と比較しマイナス６千３３９万８千６１８円、４２．６パーセントの減となりまし

た。

１０ページ、１１ページをお願いします。

次に、１５款使用料及び手数料は、予算現額２億６千５７９万２千円に対し、調定額２億７

千６１２万４千８２１円、収入済額２億４千８１０万６千６９１円、不納欠損額１万８千３

００円、収入未済額２千７９９万９千８３０円、収入済額は前年度と比較しマイナス１千９

８３万２２９円、７．４パーセントの減となりました。

１項使用料、収入済額１億７５１万６千７２１円、前年度比マイナス１千３０４万５千４１

３円、１０．８パーセントの減。

２項手数料、収入済額１億４千５８万９千９７０円、前年度比マイナス６７８万４千８１６

円、４．６パーセントの減となりました。

次に、１６款国庫支出金は、予算現額１３０億８千５５５万４千円に対し、調定額１２９億

４千４５５万１千８６１円、収入済額１２１億７千９６０万４千８６１円、収入未済額７億

６千４９４万７千円でございます。収入済額は前年度と比較しプラス８４億１千１１０万２

千４５０円、２２３．２パーセントの増、主に特別定額給付金給付事業費補助金の増による

ものでございます。

１項国庫負担金、収入済額３４億８千３９２万４千６２２円、前年度比プラス２億４９４万

７千１２２円、６．３パーセントの増。

２項国庫補助金、収入済額８６億３千４７７万８千８８５円、前年度比８１億７千６７６万

３千４８５円、１千７８５．３パーセントの増。

３項委託金、収入済額６千９０万１千３５４円、前年度比は個人番号カード交付事業費補助

金の増などにより２千９３９万１千８４３円、９３．３パーセントの増となりました。

次に、１７款県支出金は、予算現額２８億２千９００万２千円に対し、調定額２７億４千９

７８万７千３２６円、収入済額２４億８千１５万２千３２６円、収入未済額２億６千４６３

万５千円、収入済額は前年度と比較しプラス９億５千２００万９千９４０円、６２．３パー

セントの増となりました。主に、被災農業施設等復旧支援事業補助金の増によるものでござ

います。

１項県負担金、収入済額１１億１千３１８万３７９円、前年度比プラス５千９７４万８０円、
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５．７パーセントの増。

２項県補助金、収入済額１２億１千９３万８千３２６円、前年度比プラス８億８千１６万６

千５５９円、２６６．１パーセントの増。

３項委託金、収入済額１億５千６０３万３千６２１円、前年度比プラス１千２１０万３千２

９７円、８．４パーセントの増となりました。

次に、１８款財産収入は、予算現額２千２３万円に対し、調定額・収入済額ともに１千９５

３万３３９円、前年度比プラス４８６万６千７９５円、３３．２パーセントの増となりまし

た。財産売払収入のうち、不動産売払収入の増が主な理由でございます。

１項財産運用収入、収入済額９５２万９８円、前年度比マイナス９６万２千８６０円、９．

２パーセントの減。

２項財産売払収入、収入済額１千１万２４１円、前年度比は、住野交差点改良に伴う市有地

売払いなどにより、プラス５８２万９千６５５円、１３９．４パーセントの増となりました。

次に、１９款寄附金は、予算現額７千２４５万６千円に対し、調定額・収入済額ともに７千

７６万１千５０円、前年度比マイナス１千１３４万８千８２３円、１３．８パーセントの減

となりました。やちまた応援寄附金の減が主な理由でございます。

次に、２０款繰入金は、予算現額９億８千５１６万円に対し、調定額・収入済額ともに９億

８千５１５万８千３２８円、前年度比プラス１億５４５万６千１１１円、１２．０パーセン

トの増となりました。

１項基金繰入金、収入済額９億２千５３万４９円、財政調整基金繰入金の増により、前年度

比８千７０３万３千９７３円、１０．４パーセントの増。

２項特別会計繰入金、収入済額６千４６２万８千２７９円、前年度比プラス１千８４２万２

千６３８円、３９．９パーセントの増となりました。主に、介護保険特別会計繰入金の増に

よるものでございます。

次に、２１款繰越金は、予算現額６億４千２６８万６千円に対し、調定額・収入済額ともに

６億４千２６８万６千７１５円、前年度比は、明許繰越に係る繰越金の増などにより、プラ

ス４億１千８３６万３千２６４円、１８６．５パーセントの増となりました。

次に、２２款諸収入は、予算現額４億５千１６１万８千円に対し、調定額５億８７４万９千

７４０円、収入済額４億３千６００万１千９５９円、不納欠損額７万８千２１０円、収入未

済額７千２６７万７１円、収入済額は前年度と比較しマイナス１億５千７５６万６千３３円、

２６．５パーセントの減となっており、給食事業収入の減が主な理由でございます。

１項延滞金加算金及び過料、収入済額６千１８９万６千９５４円、前年度比プラス６４７万

７千８５０円、１１．７パーセントの増。

２項貸付金元利収入、収入済額３千５００万円で、前年度と同額でございます。

３項受託事業収入、収入済額３２万１千７８円、前年度比マイナス１千３５１万６千６４０

円、９７．７パーセントの減となっており、後期高齢者医療健康診査費委託金の減が主な理

由でございます。
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４項市預金利子は、収入済額はなく、前年度比マイナス４千９３１円、皆減となりました。

令和元年度に発生しました台風等の災害対応、またコロナ禍における財政出動により、資金

繰りの見通しがつかなかったことによるものでございます。

５項雑入は、収入済額３億３千８７８万３千９２７円、前年度比マイナス１億５千５２万２

千３１２円、３０．８パーセントの減となりました。

次に、２３款市債は、予算現額２５億９千３６０万円に対し、調定額・収入済額ともに１８

億５千６８０万円、前年度比マイナス５億７千２６０万円、２３．６パーセントの減となり

ました。

以上、歳入決算は、予算現額３４１億５５８万６千円に対し、調定額３４３億１８５万６千

５６１円、収入済額３２１億８千９５９万５千８１９円、不納欠損額８千２０１万６千２５

１円、収入未済額２０億３千２４万４千４９１円でございます。

続きまして、歳出決算につきまして、１２ページ、１３ページをお願いします。

１款議会費は、予算現額２億６０３万８千円に対し、支出済額２億４３３万２千９５７円、

不用額１７０万５千４３円となり、支出済額は前年度と比較し、議会研修費の減などにより

マイナス１２１万２千５９１円、０．６パーセントの減となりました。

次に、２款総務費は、予算現額９０億９千８万８千円に対し、支出済額８８億８千３５８万

７千８３３円、翌年度繰越額３５０万９千円、不用額２億２９９万１千１６７円となり、支

出済額は前年度と比較し、特別定額給付金給付事業費の増などによりプラス６６億７千３１

４万７千１９２円、３０１．９パーセントの増となりました。

１項総務管理費、支出済額８２億６千８３９万５千９９２円、前年度比プラス６７億１千３

８４万３千３９８円、４３１．９パーセントの増。

２項徴税費、支出済額３億６千４１２万３千５６５円、前年度比マイナス５千１４９万８千

２５８円、１２．４パーセントの減。

３項戸籍住民基本台帳費、支出済額１億６千４５８万８千８９４円、前年度比プラス３千６

７３万１千６８１円、２８．７パーセントの増。

４項選挙費、支出済額２千２５１万９千９３６円、前年度比マイナス４千４００万７千４４

４円、６６．２パーセントの減。

５項統計調査費、支出済額４千２６４万４千２６２円、前年度比プラス２千４０６万６千１

４６円、１２９．５パーセントの増。

６項監査委員費、支出済額２千１３１万５千１８４円、前年度比マイナス５９８万８千３３

１円、２１．９パーセントの減となりました。

次に、３款民生費は、予算現額１０８億８千９２０万２千円に対し、支出済額１０２億４千

７８２万６千５０２円、翌年度繰越額１億５８５万１千円、不用額５億３千５５２万４千４

９８円となり、支出済額は前年度と比較し、老人福祉センター整備事業や児童館整備事業な

どの建設事業費の増などによりプラス８億３千４６８万９９１円、８．９パーセントの増と

なりました。
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１項社会福祉費、支出済額４９億１千２９４万８千６４３円、前年度比プラス５億２千８３

３万４８円、１２．０パーセントの増。

２項児童福祉費、支出済額３４億１千９４６万５千１３９円、前年度比プラス４億７千３２

３万９千２０８円、１６．１パーセントの増。

３項生活保護費、支出済額１９億８４２万９千３２４円、前年度比マイナス１億６千９１万

８千５１円、７．８パーセントの減。

４項災害救助費、支出済額６９８万３千３９６円、前年度比マイナス５９７万２１４円、４

６．１パーセントの減となりました。

次に、４款衛生費は、予算現額２８億６４２万７千円に対し、支出済額２１億９千６１１万

９千３５１円、翌年度繰越額４億２千４２７万６千円、不用額１億８千６０３万１千６４９

円となり、支出済額は前年度と比較しプラス１億９千６９万３３３円、９．５パーセントの

増となりました。クリーンセンター処分場管理運営費、八富成田斎場費及び新型コロナウイ

ルスワクチン接種体制確保事業費の増が、主な理由でございます。

１項保健衛生費、支出済額１０億１千７８１万１１６円、前年度比プラス１億６３４万８千

６４８円、１１．７パーセントの増。

２項清掃費、支出済額１１億７千８３０万９千２３５円、前年度比プラス８千４３４万１千

６８５円、７．７パーセントの増となりました。

次に、５款農林水産業費は、予算現額１５億７万７３６万４千円に対し、支出済額１２億９

２３万１千８４９円、翌年度繰越額３億４千１７万５千円、不用額２千７９５万７千１５１

円となり、支出済額は前年度と比較し、被災農業施設等復旧支援事業費の増などによりプラ

ス９億４千７３７万１６１円、３６１．８パーセントの増となりました。

次に、６款商工費は、予算現額２億７千８２１万８千円に対し、支出済額２億７千５２２万

９千９６２円、不用額２９８万８千３８円となり、支出済額は前年度と比較し、中小企業元

気アップ支援事業費の増などによりプラス１億５千４１７万５千３７２円、１２７．４パー

セントの増となりました。

次に、７款土木費は、予算現額２６億６千９４７万３千円に対し、支出済額１６億６千２７

万４千２５１円、翌年度繰越額６億５千２５８万４千円、不用額３億５千６６１万３千７４

９円となり、支出済額は前年度と比較し、道路整備事業費及び被災住宅修繕緊急支援事業費

の増などにより、プラス４億１千３８０万６千４９９円、３３．２パーセントの増となりま

した。

１項土木管理費、支出済額８千６８４万５千６１７円、前年度比マイナス９３３万２千５３

円、９．７パーセントの減。

２項道路橋りょう費、支出済額６億６千３５８万９千５０３円、前年度比プラス１億６千１

０万３千１９３円、３１．８パーセントの増。

３項河川費、支出済額１億７０８万５千８７円、前年度比は、五区桝形調整池用地購入費や

一区調整池整備工事費の増などによりプラス９千９９万３千９０６円、５６５．５パーセン
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トの増。

４項都市計画費、支出済額７億９３２万８千２３６円、前年度比プラス１億４千３１４万５

千４８１円、２５．３パーセントの増。

５項住宅費、支出済額９千３４２万５千８０８円、前年度比プラス２千８８９万６千４７２

円、４４．８パーセントの増となりました。

次に、８款消防費は、予算現額１４億３千７７７万５千円に対し、支出済額１４億２千２５

７万３千２３３円、不用額１千５２０万１千７６７円となり、支出済額は前年度と比較し、

消防施設整備事業費及び避難所感染症対策事業費の増などによりプラス６千５３９万８千４

０２円、４．８パーセントの増となりました。

次に、９款教育費は、予算現額３０億４千４５５万２千円に対し、支出済額２８億１千２８

６万３千２９０円、翌年度繰越額１億４８万９千円、不用額１億３千１１９万９千７１０円

となり、支出済額は、前年度と比較し、小学校及び中学校空調設備整備事業費の減などによ

りマイナス６億９千２９８万１千７２４円、１９．８パーセントの減となりました。

１項教育総務費、支出済額３億５千６０１万１千７３円、前年度比プラス３千１５８万７千

３７９円、９．７パーセントの増。

２項小学校費、支出済額６億７千１３３万６千９０３円、前年度比マイナス１億８千６６６

万３千８１３円、２１．８パーセントの減。

３項中学校費、支出済額４億８千６１５万５千４５９円、前年度比マイナス５億２千３４９

万７千７１３円、５１．８パーセントの減。

４項幼稚園費、支出済額１億７千８１８万４千９９５円、前年度比プラス１千９２９万４４

７円、１２．１パーセントの増。

５項社会教育費、支出済額３億４千２４６万５千３１０円、前年度比マイナス３千９３９万

５千９２０円、１０．３パーセントの減。

６項保健体育費、支出済額７億７千８７１万５０円、前年度比プラス５６９万７千８９６円、

０．８パーセントの増となりました。

次に、１０款災害復旧費は、予算現額５千８７０万８千円に対し、支出済額５千５１７万１

千５０円、不用額３５３万６千９５０円となり、支出済額は前年度と比較しマイナス２千６

３５万８千６２３円、３２．３パーセントの減となりました。令和元年度に発生した台風等

により被災した学校施設等の復旧費となっております。

１項公共土木施設災害復旧費、支出済額４千２３５万円、前年度比プラス２千５４８万３千

６９１円、１５１．１パーセントの増。

２項文教施設災害復旧費、支出済額５４６万４００円、前年度比マイナス４千２９２万２千

２３４円、８８．７パーセントの減。

１４ページ、１５ページに参りまして。

３項その他公共施設等災害復旧費、支出済額７３６万６５０円、前年度比マイナス２８９万

２５６円、２８．２パーセントの減。また、前年度の厚生労働施設災害復旧費６０２万９千
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８２４円も減となっております。

次に、１１款公債費は、予算現額２０億１千５５０万８千円に対し、支出済額２０億１千１

００万７千６７１円、不用額４５０万３２９円で、支出済額は前年度と比較しプラス１億４

千３６万７４５円、７．５パーセントの増となりました。

次に、１２款予備費は、当初及び補正予算額７千９２９万１千円のうちの４千７０５万８千

円を充当した結果、予算現額３千２２３万３千円となり、同額が不用額となります。

以上、歳出決算は、予算現額３４１億５５８万６千円に対し、支出済額３０９億７千８２１

万７千９４９円、翌年度繰越額１６億２千６８８万４千円、不用額１５億４８万４千５１円

となりました。

なお、詳細につきましては１６ページ以降の令和２年度八街市一般会計歳入歳出決算事項別

明細書、実質収支に関する調書は２４４ページ、財産に関する調書は３３０ページから３３

８ページ、定額基金の運用に関する調書は３４０ページ、３４１ページに掲載してございま

すので、後ほどご覧いただきたいと存じます。

以上をもちまして、令和２年度一般会計歳入歳出決算の説明を終わらせていただきます。ご

審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（鈴木広美君）

以上で、議案第８号の説明を終わります。

会議中ではありますが、ここで１０分間の休憩といたします。

（休憩 午前１１時００分）

（再開 午前１１時１１分）

○議長（鈴木広美君）

再開します。

休憩前に引き続き、会議を行います。

次に、議案第９号から１１号。

○市民部長（吉田正明君）

それでは、議案第９号、令和２年度八街市国民健康保険特別会計歳入歳出決算について、ご

説明いたします。

歳入歳出決算書の２５１ページをご覧ください。

歳入歳出ともに予算現額８３億６千４５０万５千円に対し、歳入決算額は８４億４千７４８

万１千４９７円で、前年度と比較し３億４千１２４万１千３１７円、３．９パーセントの減

となっております。

歳出決算額は８２億４千４７０万８８５円で、前年度と比較し５億１千４４０万９千７８８

円、５．９パーセントの減となっております。

この結果、歳入歳出差引残額２億２７８万６１２円につきましては、八街市国民健康保険特

別会計財政調整基金条例第２条の規定に基づき、６千８３万円を基金に繰入れ、残りの１億

４千１９５万６１２円を翌年度に繰越しをするものでございます。
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続いて、歳入について、ご説明いたします。

２５２、２５３ページをご覧ください。

初めに、歳入１款国民健康保険税は、予算現額１８億８千３１２万３千円に対し、調定額３

０億７千６６４万７千９２７円、収入済額１８億７千３４２万４千２７７円、不納欠損額１

億２８４万８千６４７円、収入未済額１１億３７万５千３円となっております。収納率は、

現年課税分が８７．８パーセント、滞納繰越分が１７．７パーセントでございます。

２款県支出金は、予算現額５８億２千９５３万８千円に対し、調定額・収入済額ともに５８

億８千２９５万８千４３８円で、特定健康診査等の実施に係る負担金及び療養給付費等の財

源として交付される補助金でございます。

３款繰入金は、予算現額５億５千４５３万２千円に対し、調定額・収入済額ともに５億５千

８４万５千１０９円で、一般会計から繰入れされる保険基盤安定繰入金、職員給与費等繰入

金、出産育児一時金繰入金、財政安定化支援事業繰入金でございます。

４款繰越金は、予算現額２千７３万２千円に対し、調定額・収入済額ともに２千７３万２千

１４１円で、前年度からの繰越金でございます。

５款諸収入は、予算現額６千１２１万９千円に対し、調定額１億３２５万１千５１８円、収

入済額１億３１４万４千５３２円、不納欠損額１０万６千９８６円、収入未済額０円で、保

険税延滞金及び第三者行為による医療費納付金が主なものでございます。

６款国庫支出金は、予算現額１千５３６万１千円に対し、調定額・収入済額ともに１千６３

７万７千円で、保険制度関係業務準備事業費補助金及び災害臨時特例補助金でございます。

以上、歳入合計が、予算現額８３億６千４５０万５千円、調定額９６億５千８１万２千１３

３円、収入済額８４億４千７４８万１千４９７円、不納欠損額１億２９５万５千６３３円、

収入未済額１１億３７万５千３円でございます。

続いて、歳出について、ご説明いたします。

２５４、２５５ページをご覧ください。

１款総務費は、予算現額３千９０８万５千円に対し、支出済額は３千１２２万５１２円で、

国民健康保険事業の運営、保険税の賦課徴収、国民健康保険運営協議会の運営、国民健康保

険制度の普及に要した経費でございます。

２款保険給付費は、予算現額５９億１千９６５万１千円に対し、支出済額は５８億４千２０

５万７８０円で、１項療養諸費５０億１千１８３万４千７１３円は、療養給付費及び診療報

酬明細書の審査支払手数料が主なものでございます。

２項高額療養費７億９千７００万７千２６３円は、高額療養費及び高額介護合算療養費でご

ざいます。

４項出産育児諸費２千６５７万１千８４円は、６４件分の出産育児一時金でございます。

５項葬祭諸費６２０万円は、１２４件分の葬祭費でございます。

６項傷病手当諸費４３万７千７２０円は、新型コロナウイルス感染等による無給休業者へ支

給した傷病手当金でございます。
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３款国民健康保険費納付金は、予算現額２２億９千３５３万３千円に対し、支出済額は２２

億９千３５３万９５９円で、国民健康保険の広域化に伴い千葉県に支払った納付金でござい

ます。

４款共同事業拠出金は、予算現額２千円に対し、支出済額は９４５円で、年金受給者のデー

タから退職者医療制度該当者を抽出するための事業拠出金でございます。

５款保健事業費は、予算現額５千５３８万１千円に対し、支出済額は３千７６万９千６５５

円で、特定健康診査及び人間ドックの助成金が主なものでございます。

６款基金積立金は、予算現額、支出済額ともに２千２２０万８千円で、国民健康保険財政調

整基金への積立金でございます。

８款諸支出金は、予算現額２千６６４万５千円に対し、支出済額は２千４９２万３４円で、

１項償還金及び還付加算金１千４４万５千１０円は、保険税の過誤納還付金及び国庫支出金

等の返還金でございます。

２項繰出金１千４４７万５千２４円は、一般会計から繰り入れた職員給与費等繰入金の過年

度精算金でございます。

以上、歳出合計、予算現額８３億６千４５０万５千円、支出済額８２億４千４７０万８８５

円、不用額１億１千９８０万４千１１５円でございます。

続きまして、議案第１０号、令和２年度八街市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につい

て、ご説明いたします。

決算書の２８１ページをお願いいたします。

歳入歳出ともに、予算現額７億６４０万２千円に対し、歳入決算額は７億７１万５千２４０

円で、前年度と比較し６千７３万４千８４１円、９．５パーセントの増となっております。

歳出決算額は６億９千４５７万７千８６３円で、前年度と比較し５千８９５万２１１円、９．

３パーセントの増となっております。

この結果、歳入歳出差引残額６１３万７千３７７円につきましては、翌年度に繰越しをする

ものでございます。

では、歳入について、ご説明いたします。

２８２、２８３ページをお願いいたします。

初めに、１款後期高齢者医療保険料は、予算現額５億４千３２０万１千円に対し、調定額５

億５千６５８万９千７００円、収入済額５億３千８０７万５千３００円、不納欠損額６６０

万８千円、収入未済額１千１９０万６千４００円で、還付未済額を差し引いた実質収納率は、

現年分が９８．８パーセント、滞納繰越分が１３．７パーセントでございます。

２款繰入金は、予算現額１億５千４０９万７千円に対し、調定額・収入済額ともに１億５千

４０９万６千４３０円で、一般会計からの事務費繰入金及び保険料軽減分に関する保険基盤

安定繰入金でございます。

３款繰越金は、予算現額４３５万２千円に対し、調定額・収入済額ともに４３５万２千７４

７円で、前年度からの繰越金でございます。
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４款諸収入は、予算現額４４２万８千円に対し、調定額・収入済額ともに３８６万６千７６

３円で、１項延滞金、加算金及び過料３万９千１００円は、保険料の延滞金でございます。

２項雑入３８２万７千６６３円は、千葉県後期高齢者医療広域連合からの賦課徴収に係る受

託費、保険料の過年度還付金、人間ドック等の長寿健康増進事業補助金が主なものでござい

ます。

５款国庫支出金は、予算現額、調定額・収入済額ともに３２万４千円で、後期高齢者医療制

度見直しによるシステム改修業務に伴う補助金でございます。

以上、歳入合計、予算現額７億６４０万２千円に対し、調定額７億１千９２２万９千６４０

円、収入済額７億７１万５千２４０円、不納欠損額６６０万８千円、収入未済額１千１９０

万６千４００円でございます。

続いて、歳出について、ご説明いたします。

２８４、２８５ページをお願いいたします。

１款総務費は、予算現額８２７万８千円に対し、支出済額は７２２万１千６８６円で、後期

高齢者医療制度事業の運営に要した管理費と、保険料の賦課徴収に要した経費でございます。

２款後期高齢者医療広域連合納付金は、予算現額６億９千３７２万円に対し、支出済額は６

億８千４４０万２千７３０円で、千葉県後期高齢者医療広域連合へ納付した負担金でござい

ます。

３款諸支出金は、予算現額３４０万４千円に対し、支出済額は２９５万３千４４７円で、保

険料の過誤納還付金と、事務費繰入金の過年度精算金を一般会計へ返還したものでございま

す。

以上、歳出合計、予算現額７億６４０万２千円に対し、支出済額６億９千４５７万７千８６

３円、不用額１千１８２万４千１３７円でございます。

続きまして、議案第１１号、令和２年度八街市介護保険特別会計歳入歳出決算について、ご

説明いたします。

決算書の３０１ページをお願いいたします。

歳入歳出ともに予算現額５０億９千４６７円に対し、歳入決算額は４９億１千４８２万２千

９７１円で、前年度と比較し３億２千８７万８千４５１円、７．０パーセントの増となって

おります。

歳出決算額は４７億７千９８０万７千８０３円で、前年度と比較し２億６千１９１万８千２

５６円、５．８パーセントの増となっております。

この結果、歳入歳出差引残額１億３千５０１万５千１６８円につきましては、翌年度へ繰り

越すものでございます。

では、歳入について、ご説明いたします。

３０２、３０３ページをお願いいたします。

初めに、１款保険料は、予算現額１２億９千４２２万９千円に対し、調定額１３億９千４０

２万１００円、収入済額１２億６千８６８万７千４００円、不納欠損額３千１５４万２千２
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００円、収入未済額９千３７９万５００円で、収納率は９１．０パーセントでございます。

２款分担金及び負担金は、予算現額１８０万円に対し、調定額１７８万７千４００円、収入

済額１７８万３千８００円で、配食サービス事業に係る利用者の自己負担金でございます。

３款国庫支出金は、予算現額９億１千５０４万２千円に対し、調定額・収入済額ともに８億

４千６６４万１千３５円で、介護給付費に係る国庫負担金及び地域支援事業交付金が主なも

のでございます。

４款支払基金交付金は、予算現額１２億９千９０４万８千円に対し、調定額・収入済額とも

に１２億３千４５４万３千２４円で、第２号被保険者の保険料に対する社会保険診療報酬支

払基金からの交付金でございます。

５款県支出金は、予算現額７億６千６９４万円に対し、調定額７億４千７６６万９千２５１

円、収入済額７億４千６６４万２５１円で、介護給付費に係る県負担金が主なものでござい

ます。なお、収入未済額１０２万９千円は、介護施設等整備事業に係る県補助金を予算計上

し、交付決定を受けておりましたが、当該事業が年度内に完了しなかったため、翌年度へ明

許繰越しをしたものでございます。

６款財産収入は、予算現額１千円に対し、調定額・収入済額ともに２万５千円で、公用車の

売払収入でございます。

７款繰入金は、予算現額７億３千５７１万１千円に対し、調定額・収入済額ともに７億３千

５０２万３千円で、介護給付費に係る市の負担金、地域支援事業、低所得者介護保険料軽減

分及び事務費に係る繰入金でございます。

８款諸収入は、予算現額５８４万５千円に対し、調定額・収入済額ともに５４２万４千４８

８円で、地域支援事業費収入が主なものでございます。

９款繰越金は、予算現額７千６０５万４千円に対し、調定額・収入済額ともに７千６０５万

４千９７３円で、前年度からの繰越金でございます。

以上、歳入合計は、予算現額５０億９千４６７万円、調定額５０億４千１１８万８千２７１

円、収入済額４９億１千４８２万２千９７１円、不納欠損額３千１５４万２千２００円、収

入未済額９千４８２万３千１００円でございます。

続いて、歳出について、ご説明いたします。

３０４、３０５ページをお願いいたします。

１款総務費は、予算現額１億８１５万７千円に対し、支出済額８千８８６万８千８９９円で、

介護保険の資格給付保険料の賦課徴収、介護認定審査会の開催などに要した経費でございま

す。なお、翌年度繰越額１０２万９千円は、地域介護・福祉空間整備事業補助金に係る事業

が年度内に完了しなかったことに伴い、翌年度へ明許繰越しをしたものでございます。

２款保険給付費は、予算現額４６億１千９０１万２千円に対し、支出済額４３億６千９６２

万２千３４９円で、介護サービス等諸費、高額介護サービス等費、特定入所者介護サービス

等費、その他諸費などでございます。

３款地域支援事業費は、予算現額１億９千５５万４千円に対し、支出済額１億４千７４７万
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６４０円で、介護予防・生活支援サービス事業費、一般介護予防事業費、包括的支援事業費、

任意事業費などでございます。

４款基金積立金は、予算現額１億２千１７９万６千円に対し、支出済額１億２千万円で、全

額が介護給付費準備基金積立金でございます。

５款諸支出金は、予算現額５千４１５万１千円に対し、支出済額５千４０４万５千９１５円

で、保険料過誤納還付金、地域支援事業交付金等返還金、令和２年度一般会計繰出金精算金

でございます。

以上、歳出合計は、予算現額５０億９千４６７万円、支出済額４７億７千９８０万７千８０

３円、翌年度繰越額１０２万９千円、不用額３億１千３８３万３千１９７円でございます。

なお、詳細につきましては、各会計ごとの事項別明細書の方をご参照いただきたいと思いま

す。

以上で、令和２年度八街市国民健康保険特別会計決算、令和２年度八街市後期高齢者医療特

別会計決算、令和２年度八街市介護保険特別会計決算についての説明を終わらせていただき

ます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（鈴木広美君）

以上で、議案第９号から１１号の説明を終了いたします。

次に、議案第１２号について。

○建設部長（市川明男君）

それでは、議案第１２号、令和２年度八街市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定に

ついて、ご説明いたします。

別冊、令和２年度八街市下水道事業会計決算及び事業報告書の２ページをご覧ください。

初めに、（１）収益的収入及び支出でございますが、収入第１款下水道事業収益は予算額合

計８億２千５９４万１千円に対しまして、決算額８億３千４６０万９千９４２円となりまし

た。

決算額の内訳ですが、第１項営業収益が２億５千２４５万３千８７０円、第２項営業外収益

が５億７千９４７万９千８８３円、第３項特別利益が２６７万６千１８９円となっています。

営業収益の主なものは下水道使用料であり、営業外収益の主なものは他会計補助金長期前受

金戻入でございます。特別収益の主なものは、令和元年度分の消費税及び地方消費税の還付

金、流域下水道事業債臨時措置分に係る長期前受金について、収益化したものでございます。

次に、支出ですが、第１款下水道事業費用は、予算額合計７億２千９９０万７千円に対しま

して、決算額は７億２千２６３万３千９６６円となり、執行率は９９パーセントとなりまし

た。

決算額の内訳ですが、第１項営業費用が６億４千５５２万３千４０１円、第２項営業外費用

が６千５９７万７千２７３円、第３項特別損失が１千１１３万３千２９２円となっておりま

す。営業費用の主なものは、大池調整池と下水道施設の維持管理などの委託料及び修繕費、

印旛沼流域下水道維持管理負担金、固定資産減価償却費でございます。また、営業外費用の
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主なものは企業債利息でございます。特別損失につきましては、打切決算に伴う令和元年度

分の賞与及び消費税納付額等であり、公営企業会計移行に伴い、初年度に限って発生するも

のでございます。

続きまして、４ページをご覧ください。

（２）資本的収入及び支出でございますが、収入第１款資本的収入は、予算額合計２億７千

８９２万６千円に対しまして、決算額は２億１千２４７万４千２０円となりました。

決算額の内訳ですが、第１項企業債が１億８７０万円、第２項他会計補助金が３千２７８万

５千円、第３項補助金が４千７５０万円、第４項負担金が２千３４８万９千２０円となって

おります。これは下水道事業に係る建設企業債、企業債償還に要する経費に対する一般会計

補助金及び下水道整備に係る社会資本整備総合交付金並びに雨水整備事業に係る道路管理者

負担金等でございます。

次に、支出ですが、第１款資本的支出は、予算額合計５億２千１３９万７千円に対しまして、

決算額は４億６千９８２万５千５５９円、翌年度繰越金４千３２９万１千円、不用額８２８

万４４１円となり、執行率は９０．１パーセントとなっております。

決算額の内訳ですが、第１項建設改良費が１億７千７９万５千３６６円、第２項企業債償還

金が２億９千９０３万１９３円となっております。これは、大池調整池や汚水整備工事に係

る事業費及び流域下水道建設費負担金並びに企業債の償還金でございます。

なお、欄外に記載のとおり、資本的収入額が資本的支出額に不足する額２億５千７３５万１

千５３９円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額６２９万１千５８５円、引

継金４千１６８万４千６８０円、当年度分損益勘定留保資金１億３千５９５万２千３８１円

及び当年度利益剰余金処分額５千７７２万２千８９３円で補填しており、この場合において、

なお不足する額１千５７０万円につきましては、令和２年度同意済企業債の未発行分をもっ

て翌年度に措置するものでございます。

６ページをご覧ください。

（３）特例的収入及び支出でございますが、令和２年度４月１日より公営企業会計に移行し

たことに伴い、４月以降の令和元年度分の収入及び支出について、従来までの出納整理期間

がなく、３月３１日締めとなることから、これらについて整理したものでございます。

次に、１０ページの下段をご覧ください。

令和２年度八街市下水道事業剰余金処分計算書（案）について、ご説明いたします。

地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、当年度未処理分利益剰余金が発生している

ことから、議会の議決による処分として、５千７７２万２千８９３円を減債積立金に積み立

てるものであります。

続いて、１６ページをご覧ください。

令和２年度八街市下水道事業報告について、ご説明いたします。

１、概況（１）総括事項中、事業の状況でございますが、令和２年度は処理区域内人口１万

９千６２１人、年間有収水量１６８万７千３０立方メートル、主な建設改良事業として雨水
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整備事業費４千２００万円、汚水整備事業費１億６千６５万２千円を業務予定量として事業

を行ってまいりました。

実績といたしましては、処理区域内人口は前年度より２９０人、１．５パーセント減の１万

９千４３人、年間有収水量は４万５千６５３立方メートル、２．９パーセント増の１６３万

２千９６１立方メートル、雨水整備事業費の決算額は４千１７６万９千２００円、汚水整備

事業費の決算額は１億１千７８０万４千１６６円となりました。

また、年間汚水処理水量は前年度より１１万９千３３０立方メートル、６．３パーセント増

の２００万６千２０８立方メートル、有収率は２．７ポイント減の８１．４パーセント、水

洗化人口は１４９人、０．８パーセント減の１万７千５８５人、水洗化率は０．６ポイント

増の９２．３パーセントとなりました。

次に、建設改良工事の状況でございますが、大池調整池上流池築造工事、汚水枝線整備工事

５か所、公共汚水桝設置工事１０か所、マンホール蓋交換工事４２か所を実施いたしました。

次に、経理の状況でございますが、令和２年度収益的収支につきましては、下水道事業収益

が８億１千１８５万１千２０２円に対しまして、下水道事業費用が７億６１７万５千９２０

円、当年度純利益が１億５６７万５千９１２円となり、当年度未処理分利益剰余金は、当年

度利益剰余金と同額の１億５６７万５千９１２円となりました。

次に、資本的支出につきましては、資本的収入が２億１千２４７万４千２０円に対しまして、

資本的支出が４億６千９８２万５千５５９円となり、不足する額２億５千７３５万１千５３

９円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整金、引継金、当年度分

損益勘定留保資金及び当年度利益剰余金処分額で補填するなどしています。

以上をもちまして、令和２年度八街市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

○議長（鈴木広美君）

以上で、議案第１２号の説明を終了いたします。

次に、議案第１３号について。

○水道課長（古西弘一君）

それでは、議案第１３号、令和２年度八街市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につ

いて、ご説明いたします。

別冊、八街市水道事業会計決算及び事業報告書をご覧ください。

２ページをお開きください。

初めに、（１）収益的収入及び支出でございますが、収入第１款水道事業収益は、予算額合

計１２億３千３９３万３千円に対しまして、決算額は１２億５千４８６万３千８４８円とな

りました。

決算額の内訳でございますが、第１項営業収益８億１千５６３万２２０円、第２項営業外収

益４億３千９２３万３千６２８円となっております。営業収益の主なものは、水道料金でご

ざいます。また、営業外収益の主なものは、他会計補助金、県補助金及び給水申込負担金で



－25－

ございます。第３項特別利益につきまして、収入はございませんでした。

次に、支出第１款水道事業費用は、予算額合計１０億８千４６７万５千円に対しまして、決

算額は１０億７千９１２万１千６８２円となり、執行率は９９．５パーセントとなりました。

決算額の内訳ですが、第１項営業費用１０億１千６０１万７千５円、第２項営業外費用６千

３１０万４千６７７円となっております。営業費用の主なものは、受水費、施設の運転管理

などの委託料及び修繕費、減価償却費でございます。また、営業外費用の主なものは、企業

債利息でございます。第３項予備費と第４項特別損失につきましては、支出はございません

でした。

続きまして、（２）資本的収入及び支出でございますが、収入第１款資本的収入は、予算額

合計８千２３１万７千円に対しまして、決算額は７千１５０万４千６４３円となりました。

決算額の内訳ですが、第１項企業債２千４５０万円、第３項工事負担金４千７００万４千６

４３円となり、これは老朽管更新事業に伴う起債の借入れ及び移設工事に伴う工事負担金が

主なものでございます。

次に、支出第１款資本的支出は、予算額合計３億７千９４５万７千円に対しまして、決算額

は３億１千４６８万８千３７円となり、執行率は８２．９パーセントとなりました。

決算額の内訳ですが、第１項建設改良費１億２千２４万２千９９２円、第２項企業債償還金

１億９千４４４万５千４５円となっており、これは老朽管更新事業費及び企業債償還金でご

ざいます。第３項予備費につきまして、支出はございませんでした。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額２億４千３１８万３千３９４円につきまし

ては、主に減債積立金及び過年度及び当年度分損益勘定留保資金で補填しております。

６ページをお開きください。

令和２年度八街市水道事業剰余金処分計算書（案）について、ご説明いたします。

地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、当年度未処分利益剰余金が生じていること

から、議会の議決による処分として、１億４千万円を資本金へ組入れ、１億７千４７万３千

７１２円を減債積立金に積み立てるものでございます。

なお、４ページから９ページにつきましては、損益計算書、剰余金計算書、貸借対照表が掲

載されておりますので、ご参照いただきたいと思います。

１３ページをお開きください。

次に、令和２年度八街市水道事業報告書につきまして、ご説明いたします。

初めに、事業の状況でございますが、令和２年度末の給水戸数は、前年度と比較しますと１

７７戸、率にしまして１．２パーセントの増加となり、１万５千２０２戸となりました。年

間有収水量につきましては、前年度より８万１千３６立方メートル、率にしまして２．６

パーセントの増加となり、３２３万３千３１１立方メートルとなりました。また、印旛広域

水道用水供給事業からの受水量は、前年度より５千９０３立方メートル減少し、２１５万３

千４９３立方メートルとなりました。

次に、建設改良工事の状況でございますが、施設改良工事としまして上水道敷設替工事を１
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か所、配水管敷設工事を１か所、上水道更新工事を１か所、実施いたしました。

次に、経理の状況でございますが、収益的収支の状況につきましては、水道事業収益１１億

７千６２６万６千３７０円に対しまして、水道事業費用１０億５７９万２千６５８円となり、

１億７千４７万３千７１２円の純利益が生じ、その他の未処分利益、剰余金変動額１億４千

万円と合わせて、当年度未処分利益剰余金は３億１千４７万３千７１２円となりました。

次に、資本的収支の状況につきましては、収入総額７千１５０万４千６４３円に対しまして、

支出総額３億１千４６８万８千３７円となり、不足する２億４千３１８万３千３９４円につ

きましては、主に減債積立金及び過年度及び当年度分損益勘定留保資金で補填しました。

なお、工事等の概要、業務、会計ほかにつきましては、１５ページ以降に掲載されておりま

すので、ご参照ください。

以上で、議案第１３号、令和２年度八街市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい

ての説明を終わらせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

○議長（鈴木広美君）

以上で、議案第１３号の説明を終了いたします。

次に、請願第３－１号の紹介議員の説明を求めます。

○石井孝昭君

石井孝昭でございます。請願書の提出にあたり、一言、申し上げさせていただきます。

６月２８日に朝陽小学校の児童・生徒５名が死傷する大変な事故が起きました。お亡くなり

になられました方々に哀悼の意を申し上げるとともに、３名の方々に一日も早く元気になっ

ていただくことを心よりお祈りするばかりでございます。

８月６日に臨時会が行われました。当該箇所周辺及び通学路の整備が着々と進められており

ます。また、先ほど担当よりご説明があったとおり、通学路の安全点検状況、市内１５０か

所の危険箇所の速やかな通学路の整備、そして道路整備に注力を注いでいただきたいとお願

いを申し上げるところでございます。

それでは、皆様、お手元の請願書をご覧いただきまして、朗読をさせていただきたいと思い

ます。

受理番号、請願第３－１号。受理年月日、令和３年８月１９日。

件名、八街市内の通学路に関する請願。

請願者、八街市八街ほ４０番地１、八街市ＰＴＡ連絡協議会会長、羽鳥達也。

紹介議員、私、石井孝昭及び角麻子、両議員でございます。

それでは、請願書の趣旨を読み上げさせていただきます。

６月２８日に市内の通学路において、児童５名が死傷する交通事故が発生したことを受けて、

各学校ＰＴＡにおいて、事故後、安全再点検、見守り活動の強化など、対応しています。八

街市ＰＴＡ連絡協議会でも、すぐに市内１２校のＰＴＡ会長が集まり、市内で一丸となり対

応していくことを確認いたしました。子どもたちの安全な登下校を守るためにも、また二度

とこのような痛ましい事故を起こさないためにも、市議会で協議していただき、予算の割当
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及び市役所各部課の連携について、ご尽力いただけるよう、八街市ＰＴＡ連絡協議会として

改めて強く、市内の通学路に関して、以下のように要望いたします。

請願事項１、学校、ＰＴＡ、地域と連携し、通学路の再点検、再評価を行い、グリーンベル

ト、路側帯など、車歩分離ができる道路整備に対し、予算充当も含め、迅速に対応していた

だきたい。また、既存の白線等が薄くなり見えづらい箇所についても、改めて引き直しなど

の対応をしてもらいたい。

２、ゾーン３０や大型車の通行に関しての注意喚起も含め、車輌に対する規制の実施に向け

て、前向きに対応していただきたい。

３、ドライバーに対し、通学路であることを認識するための看板等の設置をしていただきた

い。

４、各学校において、交通安全指導などを行う際に備品購入などを補助していただきたい。

以上、地方自治法第１２４条の規定により請願いたします。

令和３年８月１９日、八街市議会議長、鈴木広美様。

なお、最後に、本日、傍聴席にはＰＴＡ関係者がお越しになっていらっしゃいます。先ほど

申し上げた請願書の内容は、請願者を含めた、八街市連絡協議会ＰＴＡ会長１２名の会長の

思いや願いの総意でございます。請願書の内容を深くお汲み取りいただき、審議していただ

くよう併せてお願い申し上げ、私からの請願書の提出説明とさせていただきます。

以上でございます。

○議長（鈴木広美君）

以上で説明が終わりました。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第１号、固定資産評価審査委員会委員の選

任について及び議案第２号、教育委員会委員の任命については、人事案件ですので、質疑、

委員会付託及び討論を省略して、直ちに採決したいと思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

ご異議なしと認めます。

最初に、議案第１号、固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決します。

この議案に同意することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

ご異議なしと認めます。議案第１号は同意することに決定いたしました。

次に、議案第２号、教育委員会委員の任命についてを採決します。

この議案に同意することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

ご異議なしと認めます。議案第２号は同意することに決定いたしました。
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お諮りします。議案第８号から議案第１３号は１８人の委員で構成する決算審査特別委員会

を設置して、これに付託し審査することにしたいと思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

ご異議なしと認めます。決算審査特別委員会を設置して、これに付託し審査することに決定

いたしました。

ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第５条第

１項の規定により議長から指名いたします。委員は配付してあります名簿のとおり、１８名

を指名いたします。

これからしばらく休憩し、決算審査特別委員会を開き、正副委員長の互選を行いますので、

委員の皆様は議員控室にお集まりください。しばらく休憩いたします。本会議再開時刻につ

いては、事務局よりご連絡いたします。

（休憩 午前１１時５９分）

（再開 午前１２時１５分）

○議長（鈴木広美君）

それでは再開いたします。

正副委員長が決定しましたので、報告いたします。

決算審査特別委員会委員長に石井孝昭議員、同副委員長に丸山わき子議員、以上のとおり決

定いたしました。

議案第８号から議案第１３号を配付の議案付託表のとおり決算審査特別委員会に付託し、開

催日の通知といたします。

日程第４、休会の件を議題といたします。

明日、９月１日から２日は議案調査のため休会したいと思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

ご異議なしと認めます。９月１日から２日は休会することに決定いたしました。

本日の日程は全て終了いたしました。

本日の会議はこれで終了します。

９月３日は午前１０時から本会議を開き、市政に対する一般質問を行います。

議員の皆様に申し上げます。９月１０日に議案に対する質疑を予定していますので、質疑の

ある方は７日、午後１時までに通告書を提出するよう、お願いいたします。なお、所属する

常任委員会の所管する議案については、質疑を避けるようお願いいたします。

議員の皆様に申し上げます。この後、広聴広報特別委員会を開催しますので、関係する議員

は第２会議室にお集まりください。

ご苦労さまでした。

（散会 午前１２時１７分）
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○本日の会議に付した事件

１．会議録署名議員の指名

２．会期の決定

３．議案の上程

議案第１号から議案第１３号、請願第３－１号

提案理由の説明

議案第１号、議案第２号

質疑省略、委員会付託省略、討論省略、採決

決算審査特別委員会の設置及び付託

４．休会の件

………………………………………………………………………………………………………………

議案第１号 固定資産評価審査委員会委員の選任について

議案第２号 教育委員会委員の任命について

議案第３号 専決処分の承認を求めることについて(令和３年度八街市介護保険特別補正予算)

議案第４号 令和３年度八街市一般会計補正予算について

議案第５号 令和３年度八街市介護保険特別会計補正予算について

議案第６号 令和３年度八街市下水道事業会計補正予算について

議案第７号 令和３年度八街市水道事業会計補正予算について

議案第８号 令和２年度八街市一般会計歳入歳出決算の認定について

議案第９号 令和２年度八街市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第10号 令和２年度八街市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第11号 令和２年度八街市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第12号 令和２年度八街市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

議案第13号 令和２年度八街市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

請願第３－１号 八街市内の通学路に関する請願


